
２０１９（平成３１）年３月

杉戸町上下水道課

杉戸町水道事業経営戦略

（平成３１（２０１９）年度～平成４０(２０２８）年度）



平成31 (2019) 年 3 月

平成31 (2019) 年度

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

種別 口径 基本料金

13mm 1,300円 10 30

20mm 1,400円 30 60

25mm 3,100円 60 100

30mm 4,700円 100 300

40mm 9,000円 300 600

50mm 16,000円 600 1,000

75mm 47,000円 1,000

100mm 100,000円

臨時用 － 3,000円 1

④ 組　織

年齢区分＼職種 事務職員 技術職員 職員数

25歳～29歳 2 2

30歳～34歳 1 1 （２名）
35歳～39歳 1 1 （課長１名）水道技術管理者

45歳～49歳 3 3 （主幹１名）

55歳～60歳 1 1 2 （５名）

4 5 9

49,600

45,325法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適（全部）

500円

3

1.65

4

140円

ｍ
3
を超え

ｍ
3
を超え

ｍ
3
を超え

ｍ
3
から

170円

200円

230円

260円

280円

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 34 （ 1959 ） 年 6 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                    （複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの 改定 は含 まな い）

（10ｍ
3
までの分）

表1-1　水道料金表

平 成 9 （ 1997 ） 年 7 月 1 日

水量
超過料金（超過料金の金額は1ｍ

3
につき）

金額

ｍ
3
までの分

ｍ
3
までの分

120円

町長 上下水道課

ｍ
3
を超え

事 業 名 ：

団 体 名 ：

～

水 源

計 画 期 間 ：

231.42 千ｍ

66.2

施 設 数

ｍ
3
を超え

専用
及び
共用

ｍ
3
までの分

ｍ
3
までの分

策 定 日 ：

表1-2　職員の年齢構成（平成29（2017）年度末現在） 図1-1　組織図（平成29（2017）年度末）

ｍ
3
を超え

ｍ
3
を超え ｍ

3
までの分

ｍ
3
までの分

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　本町では、水道事業管理者の権限を行う町長の下、水道事業を営む組織として上下水道課が置かれています。
　平成29年度末現在、上下水道課長1名、上下水道課主幹1名、経営総務担当2名（事務職員）、水道担当5名（技術職員）の計9名の体制となっており、水道技術管理者は資格を有す
る上下水道課長が務めています。

経営総務担当

水道担当

施 設 能 力

　本町水道事業の料金体系は、口径別の基本料金と使用水量に基づく従量料金の合計金額となっています。

　基本料金は、使用水量にかかわらず発生する料金（使用水量１０ｍ
３
までの使用料金を含む）で口径によって決まります。

　従量料金は、使用水量に従って発生する料金で、逓増制となっています。

杉戸町

水道事業

平成40 (2028) 年度

計 画 給 水 人 口

現 在 給 水 人 口

有 収 水 量 密 度

管 路 延 長

施 設 利 用 率22,200 ㎥／日

杉戸町水道事業経営戦略

事業の現況

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他
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（２）

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

給水人口

####

####

####

####

####

####

####

（２） 水需要の予測

給水人口の予測

図2-2　有収水量の推移

　水需要について、有収水量の推移は、平成21（2009）年度に5,298,788㎥あり、その後わずかに増加しましたが、平成23（2011）年度以降は減少しており、平成29（2017）年度には
4,968,356㎥となっています。近年の節水意識の向上や国内経済状況の悪化等により給水水量は減少傾向となっており、人口減少または節水機器の普及の影響もあり、今後も減少
傾向は続くものと予測されます。
　今後の予測については、平成29（2017）年度の実績値をもとに、一人当たり使用水量を給水人口（推計値）に乗じて有収水量を算出した結果、平成40（2028）年度には4,408,503㎥に
なると予測されます。

・平成24（2012）年度に本町の目指すべき目標を掲げ、水道ビジョンを策定しました。経営の効率化やアセットマネジメントを進めるとともに将来負担の軽減を図り、企業債の借入れ抑
制や補てん財源の活用など、財政施策を検討し、経営の健全化に努めています。

・埼玉県水道整備基本構想（埼玉県水道ビジョン）に基づき、埼玉県第1ブロック水道広域化検討部会（春日部市、久喜市、幸手市、白岡市、蓮田市、宮代町、杉戸町）を設置し、水道
広域化を推進するために必要な事項（資機材の仕様の統一による一括購入等）を検討しています。

　経営比較分析表は、経営に関する現状や課題を的確に把握することを目的として、経営に関する指標の経年的な推移や、他の類似団体との比較を示したものであり、地方公営企
業決算状況調査に基づき作成しています。なお、類似団体区分A5は、末端給水事業かつ現在給水人口規模が3万人以上5万人未満の団体となっています。
　当町においては、経営の健全性・効率性について、企業債残高対給水収益比率は平均値を下回っており、企業債の借入れを抑制しています。また、有収率は平均値を上回ってお
り、配水量が効率的に収入に結びついています。一方、経常収支比率は１００％を超えているが、類似団体よりは低く更新費用等に充てる財源が確保できない状況にあります。料金
回収率は、類似団体よりも低く、１００％を下回っていることから、水道料金では費用を賄えない状況となっています。

図2-1　給水人口の推移

　杉戸町人口ビジョンによると、総人口の推移は、昭和55（1980）年以降増加を続け、平成12（2000）年に47,336人に達したのち、停滞しています。今後は減少局面に入り、人口の減
少傾向は継続するものと予測されています。
　国立社会保障人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成３０年推計）」によると、平成27（2015）年を起点に5年ごとの人口推計となっているためその間の年度は直線的
に推移するものとして補完します。その結果、給水人口の減少傾向は今後も継続する見込みとなり、平成40（2028）年は40,301人と予測されます。

・民間活用を推進し、徴収業務・受付業務・管理業務の委託化を進めることで業務の効率化を図り、水道サービスの向上に取り組んでいます。

経営比較分析表　：　 別　紙　の　と　お　り

これまでの主な経営健全化の取組
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（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

基本理念

施策１ 安全・安心な水の供給（安心） みなさまに安全な水をお届けするとともに、適切な水圧で快適にお使いいただけるように努めます。また、水質検
査の結果 などの情報を積極的に提供して、安心してお飲みいただける水をお届けする安全・安心な水道を目指し
ます。

快適で、ゆとりのあるまち　　信頼度１００％の水道をめざして

また、この基本理念をもとに、水道事業として４つの基本施策を掲げ、施策展開を図っていきます。

資本的収支

図2-4　水道事業の収入と支出

受水費

支払利息

建設改良費

元金償還金

給水収益

加入金など

企業債

工事負担金

老朽管更新　　　基幹管路、配水支管については年間1億円程度の事業ベースで更新を行う

施策２ いつでも使える水道（強靭） 水道は人の生命やくらしを支える大切なライフラインであることから、地震や渇水などの災害時でも必要最低限の
機能を確保する必要があります。どんな時でも人と社会をしっかり支えることのできる施設基盤の確立を目指しま
す。

施策３ 未来につづく事業運営（持続） 水道は給水収益によって運営される公営企業であり、お客様との信頼関係のもと、将来にわたって健全な経営を続
けることが重要です。経営状況を改善して強い運営基盤を築き、事業を確実に次世代に継承していく持続的な事業
経営を目指します。

施策４ 環境にやさしい水道 いま地球規模の問題として重要視されている地球温暖化は、個人レベルでも取組が拡大している深刻な社会問題で
す。また、社会的な電力不足に伴う節電など、公益業としての責務を果たし、自然エネルギーの利用や省エネ化を
積極的に推進する環境にやさしい水道を目指します。

配水場の耐震化及び水道管路の更新に併せ耐震化を進める必要があります。
施設の経年化への対応と準備が必要となっており、老朽管更新（水圧不足、管路更新の耐震化）を進めます。目標

　将来にわたり、水道事業運営を維持していくためには、水道事業に携わる職員の技術基盤を維持していくことも重要です。近年、水道事業に携わる職員が減少傾向にある中で、安
全・安心な　水道水を安定的に供給するためには、長年培われてきた水道に関する技術の継承を図り、技術水準の確保を図る必要があります。
　当町の組織体制について、現在の人員では十分とはいえず、減少している状況であるため、早期に適正人員を確保するとともに、将来的に技術水準を保持しつつ次世代へ継承し
ていく持続的経営を目指します。

修繕費

委託料など

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

施設の見通し

組織の見通し

料金収入の見通し

　昭和33年に給水を開始し、現在までに第1配水場、第2配水場、第3配水場を整備し、施設の更新や修繕等を行いながら現在に至っております。
　しかし、老朽化した施設が多く、水道耐震指針で示す配水場の耐震基準にて耐震診断を実施した結果、第2配水場及び第3配水場の配水池及び第2配水場のろ過機が基準を満た
していなかったため、耐震改修を実施してきました。
　また、水道管につきましては、基幹管路（導水管、送水管、配水管をいう。）の耐震化率は、平成28年度現在で34.6％となっており、県平均で37.1％と県平均とほぼ同等の数値となっ
ています。今後も、より災害に強い水道施設となるように計画的に耐震化率を向上させる必要があることから、老朽管の更新対策と合わせ災害時にも安定して供給を行うために耐震
性を満たす管に布設替を行っていきます。

①　収支計画のうち投資についての説明

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

　水道事業は、独立採算制を原則とした経営を行っています。本町では、民間活用により業務委託をし、人員削減等経費の節減に取り組む一方、企業債の新規借入れを抑制し、健
全な経営に努めました。しかし、有収水量が減少し、料金収入が減少傾向にある中、将来的にも人口減少により水需要は減少していくことが予想され、収入の大部分を占める給水収
益は減少するものと予測されます。今後、アセットマネジメントを活用するなど、計画的な更新事業を進め、料金体系の見直しも含めた検討が必要となります。

図2-3　料金収入の推移

収支区分 概要 収入 支出

減価償却費水道料金
などの収入
と維持管理
費などの支

出

水道施設を
作るための
収入と支出

収益的収支

700,000

720,000

740,000

760,000
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千円
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③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資についての検討状況等

②　財源についての検討状況等

*2　遊休資産の売却や貸付、債権運用の導入、小推力発電や太陽光発電など

③　投資以外の経費についての検討状況等

　

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

供給単価と給水原価の乖離を段階的に解消し、経常経費の削減を前提としつつ、収支不足を改善するために料金収入を増収させるシミュレーションを行い、収支均衡
をはかっています。

公金の安全かつ有利な管理・運用を図ります。未利用地の有効活用を行います。

水道料金については財源確保の取組として平成３４年度に改定が必要と見込み、検討します。

その他の取組

投資・財政計画と実績の乖離を検証し、将来予測方法や収支ギャップの解消に向けた取組等についても検証し、必要な見直しを３～
５年ごとに行うこととします。また、今後広域化等や民間活用等の新たな経営健全化や料金見直しなどの財源確保に係る取組が具
体化した場合等においては、その内容を経営戦略に追加し、投資財政計画に反映するよう検討を行います。

目標
水道料金
財源の確保

民間の資金・ノウハウ等の活用
（PFI・DBOの導入等）

施設・設備の廃止・統合
（ダウンサイジング）

地方公営企業である水道事業は独立採算で経営され水道料金収入によって賄われています。近年の有収水量の減少が続き、今後
も水需要の伸びが見込めないことから、県水受水単価の変動などの要因も影響を受けるので、適正な水道料金の水準を検討して、
経営の健全化を図ります。

施設・設備の合理化
（スペックダウン）

検針・料金徴収、配水場の運転管理などの委託を行っています。今後も民間活力の導入を推進し、業務の効率化を図ります。

漏水調査等を実施し、修繕費の抑制に努めます。

－

適正な職員数と安定した技術基準等の確保に努めます。

－

企業債

繰入金

委託料

施設・設備の長寿命化等の
投資の平準化

広域化

その他の取組

水道の事業運営は事業規模が大きくなるほど運営基盤が強化され安定性が向上することから、人件費や施設管理などのコストを縮
減する効果が期待できます。県内の水道事業体でもブロック単位での広域統合を目指します。

アセットマネジメントを考慮しつつ、更新計画を作成し、施設の更新を行います。
また、水道管路の更新にあたっては、老朽管更新計画を策定し計画的に進める必要があることから、更新費用の軽減に取り組みま
す。

料金

〃

実績値をもとに将来値を推計します。県水受水単価の改定等により変動することがあります。
〃

修繕費

人件費
受水費

－

修繕費

動力費

職員給与費

－

借入を抑制します。

基準内の繰り入れについては、消火栓や耐震性貯水槽の維持管理に要する経費などについて、適切に財源確保を図ります。

－

－

資産の有効活用等（*2）による
収入増加の取組

その他の取組

水道事業で保有する留保資金などの金融資産について、有効な収益として活用できるよう公金の安全かつ有利な管理・運用を図っ
ていきます。

－

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

②　収支計画のうち財源についての説明

実績値をもとに将来値を推計します。委託料
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様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 29年度 30年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （決算見込）

１． (A) 901,401 931,425 876,878 871,354 864,126 931,322 923,371 915,420 907,470 897,933 888,397 878,861
(1) 788,738 793,375 764,215 758,691 751,463 818,659 810,708 802,757 794,807 785,270 775,734 766,198
(2) (B)
(3) 112,663 138,050 112,663 112,663 112,663 112,663 112,663 112,663 112,663 112,663 112,663 112,663
２． 162,117 145,533 143,371 141,248 138,090 134,939 131,738 129,022 126,557 124,482 122,699 120,684
(1)

(2) 153,852 138,279 136,193 134,070 130,912 127,761 124,560 121,844 119,379 117,304 115,521 113,506
(3) 8,265 7,254 7,178 7,178 7,178 7,178 7,178 7,178 7,178 7,178 7,178 7,178

(C) 1,063,518 1,076,958 1,020,249 1,012,602 1,002,216 1,066,261 1,055,109 1,044,442 1,034,027 1,022,415 1,011,096 999,545
１． 964,929 991,878 1,008,196 1,015,724 1,015,642 999,731 984,200 982,854 974,356 959,751 949,888 943,856
(1) 58,767 59,047 59,047 59,047 59,047 59,047 59,047 59,047 59,047 59,047 59,047 59,047

31,764 32,182 32,182 32,182 32,182 32,182 32,182 32,182 32,182 32,182 32,182 32,182

27,003 26,865 26,865 26,865 26,865 26,865 26,865 26,865 26,865 26,865 26,865 26,865
(2) 506,455 536,274 553,904 557,821 566,335 561,288 557,096 561,383 558,129 551,716 557,480 592,221

20,041 22,788 24,148 24,596 24,596 24,596 24,596 24,596 24,596 24,596 24,596 24,596
36,986 53,076 46,052 48,043 55,099 57,463 59,945 62,552 65,289 68,162 71,180 74,348

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
449,428 460,210 483,504 484,982 486,440 479,029 472,355 474,035 468,044 458,758 461,504 493,077

(3) 399,707 396,557 395,245 398,856 390,260 379,396 368,057 362,424 357,180 348,988 333,361 292,588
２． 23,781 22,030 21,994 20,872 19,302 17,530 15,710 13,821 11,892 9,988 8,336 7,046
(1) 23,620 22,020 21,833 20,711 19,141 17,369 15,549 13,660 11,731 9,827 8,175 6,885
(2) 161 10 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161

(D) 988,710 1,013,908 1,030,190 1,036,596 1,034,944 1,017,261 999,910 996,675 986,248 969,739 958,224 950,902
(E) 74,808 63,050 △ 9,941 △ 23,994 △ 32,728 49,000 55,199 47,767 47,779 52,676 52,872 48,643
(F) 10
(G) 92 103
(H) △ 92 △ 93

74,716 62,957 △ 9,941 △ 23,994 △ 32,728 49,000 55,199 47,767 47,779 52,676 52,872 48,643
(I)
(J) 1,380,806 1,275,277 1,281,421 1,228,686 1,150,014 1,186,636 1,196,164 1,134,541 1,072,424 1,038,534 1,019,841 934,628

144,175 116,072 116,072 116,072 116,072 116,072 116,072 116,072 116,072 116,072 116,072 116,072
(K) 197,341 182,780 201,016 202,788 208,516 210,406 212,335 205,106 181,158 160,569 155,341 83,169

97,934 90,387 117,847 119,618 125,347 127,237 129,166 121,936 97,989 77,400 72,172

62,277 57,151 57,151 57,151 57,151 57,151 57,151 57,151 57,151 57,151 57,151 57,151
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 901,401 931,425 876,878 871,354 864,126 931,322 923,371 915,420 907,470 897,933 888,397 878,861

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

31年度

営 業 収 益

32年度 37年度 38年度 39年度 40年度33年度 34年度 35年度 36年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第 22 条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第 15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 29年度 30年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （決算見込）

１． 114,000 50,000 150,000

２．
３．
４．
５．
６． 25,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

７．
８． 10,891 275

９． 10

(A) 124,891 75,285 165,000 15,000 15,000 15,000 15,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

(B)

(C) 124,891 75,285 165,000 15,000 15,000 15,000 15,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
１． 335,704 466,875 308,358 190,682 200,675 153,667 176,932 245,806 250,762 245,262 237,006 265,766

7,218 7,587 7,587 7,587 7,587 7,587 7,587 7,587 7,587 7,587 7,587 7,587

２． 111,590 100,249 99,611 117,847 119,618 125,347 127,237 129,166 121,936 97,989 77,400 72,172

３．
４．
５．

(D) 447,294 567,124 407,969 308,529 320,293 279,014 304,169 374,972 372,698 343,251 314,406 337,938

(E) 322,403 491,839 242,969 293,529 305,293 264,014 289,169 349,972 347,698 318,251 289,406 312,938

１． 298,602 458,839 221,714 280,990 292,014 254,217 277,649 333,350 330,709 301,670 225,788 179,082

２． 47,648 115,756

３．
４． 23,801 33,000 21,255 12,539 13,279 9,797 11,520 16,622 16,989 16,581 15,970 18,100

(F) 322,403 491,839 242,969 293,529 305,293 264,014 289,169 349,972 347,698 318,251 289,406 312,938
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G)

(H) 1,361,902 1,263,969 1,214,358 1,246,511 1,126,893 1,001,546 874,310 745,144 623,208 525,219 447,819 375,647

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 29年度 30年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （決算見込）

6,418 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917

6,418 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,418 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917

40年度

企 業 債
う ち 資 本 費 平 準 化 債
他 会 計 出 資 金
他 会 計 補 助 金

31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度

計
そ の 他

37年度 38年度 39年度

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越
さ

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費
う ち 職 員 給 与 費
企 業 債 償 還 金
他会計長期借入返還金
他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他
計

他 会 計 借 入 金
国（都道府県）補助金
固 定 資 産 売 却 代 金
工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

39年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)
他 会 計 借 入 金 残 高
企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金
利 益 剰 余 金 処 分 額
繰 越 工 事 資 金
そ の 他

計

40年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

33年度 34年度 35年度 36年度 37年度 38年度32年度31年度


